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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

（注）１．当社は、子会社である北京日華材創国際技術服務有限公司が非連結子会社であることから、連結財務諸表を作

成しておらず、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．子会社である北京日華材創国際技術服務有限公司が非持分法適用会社であるため、持分法を適用した場合の投

資利益については、該当事項はありません。 

４．従業員数は、就業人員であります。 

  

  

２【事業の内容】 

当第２四半期会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

回次 
第24期 

第２四半期 
累計期間 

第24期 
第２四半期 
会計期間 

第23期 

会計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日 

自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日 

自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

売上高（千円） 8,406,299 4,141,680 16,963,390 

経常利益（千円） 126,567 54,114 542,755 

四半期（当期）純利益（千円） 64,270 27,886 302,015 

持分法を適用した場合の投資利益

（千円） 
－ － － 

資本金（千円） － 500,600 500,550 

発行済株式総数（株） － 21,608 21,606 

純資産額（千円） － 1,317,256 1,252,856 

総資産額（千円） － 4,076,709 4,218,540 

１株当たり純資産額（円） － 60,961.52 57,986.49 

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
2,974.51 1,290.59 14,352.31 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
2,881.56 1,256.00 13,927.40 

１株当たり配当額（円） － － － 

自己資本比率（％） － 32.3 29.7 

営業活動によるキャッシュ・フロ

ー（千円） 
△180,228 － 80,687 

投資活動によるキャッシュ・フロ

ー（千円） 
△28,231 － △71,546 

財務活動によるキャッシュ・フロ

ー（千円） 
100 － 19,150 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
－ 1,142,572 1,350,932 

従業員数（人） － 4,879 4,977 

－1－



３【関係会社の状況】 

当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

４【従業員の状況】 

提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であります。 

  

  

第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績及び受注状況 

 当社は、製造アウトソーシング事業を主な事業として営んでおります。その大部分は、請負業務・派遣業務であ

り、生産実績及び受注実績の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

(2）販売実績 

 当第２四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

２【経営上の重要な契約等】 

    当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

  

３【財政状態及び経営成績の分析】 

   文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。 

  

(1）業績の状況 

 当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発して金融マーケットの信

用収縮が進み、欧米の大手金融機関の一部に破綻が生じる等、金融不安が深刻化し、実体経済への影響も懸念され

始める中、今後の景気先行きに不安を残しながら推移してまいりました。 

  当業界におきましては、ここ数年国内経済の牽引役であった自動車メーカー、エレクトロニクス関連メーカー

等、輸出型メーカーの業績に翳りが見え、世界的な景気後退懸念を受けていち早く減産に着手するメーカーも現れ

始めました。また、メーカー各社は製造派遣の派遣期限到来を巡る「2009年問題」に対する準備を進めており、一

部に直接雇用を表明する等、当業界の業績を左右する動きも顕在化してまいりました。 

 このような状況のもとで当社は「マニュファクチャリングサービス」という事業戦略コンセプトに基づき、中期

経営計画に定めた「主力事業であるＩＳ事業の事業体質の改善とＭＳ事業、ＥＳ事業、ＧＳ事業の事業成長」に鋭

意努力してまいりました。 

 この結果、当第２四半期会計期間の業績は、売上高4,141百万円、営業利益56百万円、経常利益54百万円、四半

期純利益27百万円となりました。 

 事業部門別の業績は次のとおりであります。 

平成20年９月30日現在

従業員数（人） 4,879   

事業部門別 販売高（千円） 

インラインソリューション（ＩＳ）事業          3,133,507 

マニュファクチャリングソリューション（ＭＳ）事業   639,909 

エンジニアリングソリューション（ＥＳ）事業      168,507 

グローバルソリューション（ＧＳ）事業         199,755 

              合計            4,141,680 

－2－



 ＩＳ事業におきましては、クライアントであるメーカー各社が「2009年問題」への対応を模索する中、当社は

2009年問題対策セミナーを開催する等、メーカー各社に対して請負化提案活動を積極的に展開し、一定の評価を受

けてまいりました。しかしながら、一部のメーカーにおいて、景気後退に備えての減産、当社社員の直接雇用とい

った在籍社員数の減少を伴う業績悪化要因が発生し、十分な業績成長が図れない状況の中で推移してまいりまし

た。この結果、売上高は3,133百万円となりました。 

 ＭＳ事業におきましては、既存の修理業務、検査業務が堅調に取扱数量を増やしながら事業拡大を図ってまいり

ました。特に携帯電話の修理業務は、修理需要の高まりによって大幅に業績を伸ばすこととなりました。また、前

期末に実装技術者、修理技術者の養成と生産受託の両機能を兼ね備えた６番目のテック（自社工場）であるＥＭＳ

テクニカルセンターを設立し、当期より無事稼動を開始いたしました。この結果、売上高は639百万円となりまし

た。 

 ＥＳ事業におきましては、４月に迎え入れた新卒社員27名の派遣を開始することで事業拡大基調を維持し、加え

て新規顧客の獲得も図ってまいりました。この結果、売上高は168百万円となりました。 

 ＧＳ事業におきましては、中国人技術者の派遣待機率の改善を進めるとともに、８月には中国新卒社員75名を迎

え入れ、今後の事業拡大の準備を整えてまいりました。しかしながら、中国人技術者派遣事業の競争環境は厳しさ

を増しており、需要を喚起する営業活動が十分には奏功しない状況下で推移してまいりました。この結果、売上高

は199百万円となりました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物の残高は1,142百万円となり、第1四半期会計期間末に比べ8

百万円の減少となりました。 

 当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動におけるキャッシュ・フローは賞与引当金の増加額、未払消費税等の減少額等により5百万円の収入と

なりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動におけるキャッシュ・フローは有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出等により14百万円の支

出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動におけるキャッシュ・フローにおける収支はありません。 

  

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第２四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

  

(4）研究開発活動 

 該当事項はありません。 

  

(5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

 当社及び当業界を取り巻く経営環境は、クライアントであるメーカーの動向によって大きく左右されます。現

在、当社の経営成績に重要な影響を及ぼすものとして、製造派遣の派遣期限３年の到来を巡る「2009年問題」、メ

ーカーによる生産変動（生産調整）が挙げられます。 

  

①製造派遣の派遣期限３年の到来を巡る「2009年問題」 

 2009年問題は、2009年３月以降に訪れる製造派遣期限の到来時に各々のメーカーがいかなる対応をとるかが取り

沙汰されている問題であり、メーカーの選択するアクションによっては、従前から製造現場のパートナーとされて

きた当業界企業の経営成績にも多大な影響を与えることが予想されております。既に派遣期限の到来を前に自社で

の契約社員等の直接雇用に切替える方針を打ち出すメーカー、製造派遣を製造請負に切り替え、製造請負会社との

協業によって製造現場を維持していくことを表明するメーカー、海外生産を模索するメーカー等、様々な対応方針

をメーカー側では検討しております。 

 こうした経営環境下、当社としての経営戦略では、同業他社に比類を見ない「ものづくり力」にて製造業務の受

託、請負をこれまで以上に進め、メーカーとの戦略的パートナーシップをこれまで以上に高度に構築していくこと

を標榜しております。 

 具体的には、2009年問題を抱えるメーカー各社に対して、2009年問題対策セミナーを開催し、弁護士より2009年

問題における遵法な対応方法等を講演いただくとともに当社の請負化への取組み事例等を紹介してまいりました。

また、当社は「2010年３月までに現行の製造派遣契約を製造請負契約に全て切替える」という会社の完全請負化方

－3－



針に則り、メーカー各社に対して積極的に請負化を提案してまいりました。国内に６箇所のテック（自社工場）を

有する当社には、同業他社にない受託、請負のノウハウが蓄積されていることから、メーカー各社に対して2009年

問題のコンサルテーションを通してベストソリューションを提供してまいります。 

  

②メーカーによる生産変動（生産調整） 

 米国サブプライムローン問題に端を発する金融危機が世界の金融システムに多大な影響を与え、実体経済への影

響等、世界経済の動向に懸念が生じる中、日本経済も減速感が強まっており、一部の国内メーカーでは減産等、生

産調整を実施する場面も散見されるようになっております。 

 こうした経営環境の下、当社は自社が有するものづくりインフラを最大限に活かして対処することを経営戦略と

して掲げております。 

 具体的には、減産が生じた当社の請負事業所、派遣先事業所での人員余剰を近隣のテックでの生産の中で吸収

し、メーカー側での増産時には増員要求に応えられる体制を維持していくというビジネスモデルであり、当社では

これを同業他社に対する差別的優位性であると認識しております。 

 当社は、このように他社に真似できないインフラの活用によって、メーカー各社の生産戦略を支えながら、今後

も製造アウソーシング分野のオンリーワンカンパニーとして経営環境の変化に適応してまいります。   

  

  

第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。 

  

  

第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）１．普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

    ２ 「提出日現在発行数」欄には、平成20年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 82,400 

計 82,400 

種類 
第２四半期会計期間末現在発行数

（株） 
（平成20年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20年11月12日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 21,608 21,608 ジャスダック証券取引所 （注）１ 

計 21,608 21,608 － － 

－4－



（２）【新株予約権等の状況】 

 旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

①平成17年３月14日臨時株主総会決議 

 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

２ 新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者ならびに権利行使した者に係る

新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。 

３ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

また、当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行（新株予約権の行使の場合および平成14年４月１日改

正前商法に定める新株引受権証券ならびに同法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除

く。）または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げるものとします。 

 
第２四半期会計期間末現在 
（平成20年９月30日） 

新株予約権の数（個） 350（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 350（注）２ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,000（注）３ 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年３月15日 

至 平成27年３月14日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

  発行価格   50,000 

  資本組入額  25,000 

新株予約権の行使の条件 

(イ）新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者

において、これを行使することを要する。但し、相

続により新株予約権を取得した場合はこの限りでは

ない。 

(ロ）新株予約権発行時において当社または当社子会社お

よび当社の関連会社の取締役、監査役および従業員

であった者は、新株予約権行使時においても当社ま

たは当社子会社および当社の関連会社の役員または

従業員であることを要する。但し、任期満了による

退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならび

に相続により新株予約権を取得した場合はこの限り

ではない。 

(ハ）当社が普通株式を東京証券取引所、日本証券業協会

その他これに類する国内の証券取引所に上場してい

る場合に行使できるものとする。 

(ニ）その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役

会決議により決定するものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡またはこれに担保権設定することを

認めない。 

代用払込みに関する事項 ─ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─ 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合の比率

調整後行使価額＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行又は処分株式数× 

１株当たり払込金額又は

処分価額 

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分株式数 

－5－



②平成18年３月10日臨時株主総会決議 

 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

２ 新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株

予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。 

３ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

また、当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行（新株予約権の行使の場合および平成14年４月１日改

正前商法に定める新株引受権証券ならびに同法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除

く。）または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げるものとします。 

 
第２四半期会計期間末現在 
（平成20年９月30日） 

新株予約権の数（個） 1,224（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,224（注）２ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 60,000（注）３ 

新株予約権の行使期間 
自 平成21年３月13日 

至 平成28年３月10日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

  発行価格   60,000 

  資本組入額  30,000 

新株予約権の行使の条件 

(イ）新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者

において、これを行使することを要する。但し、相

続により新株予約権を取得した場合はこの限りでは

ない。 

(ロ）新株予約権発行時において当社または当社子会社の

取締役、監査役および従業員であった者は、新株予

約権行使時においても当社、当社子会社または当社

の関連会社の役員または従業員であることを要す

る。但し、任期満了による退任、定年退職その他正

当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権

を取得した場合はこの限りではない。 

(ハ）当社が普通株式を東京証券取引所、日本証券業協会

その他これに類する国内の証券取引所に上場してい

る場合に行使できるものとする。 

(ニ）その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締

役会決議により決定するものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡またはこれに担保権設定することを

認めない。 

代用払込みに関する事項 ─ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─ 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合の比率

調整後行使価額＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行又は処分株式数× 

１株当たり払込金額又は

処分価額 

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分株式数 
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 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

①平成19年６月27日定時株主総会決議 

 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

また、行使価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

３ 行使価額は、平成19年３月期を基準期としたジャスダック証券取引所への株式上場に際して行なう株式公開

時の新規募集株式の発行価格と同額となります。 

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項に

したがい算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとします。 

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加

限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額となっております。 

なお、当社普通株式がジャスダック証券取引所への株式上場に際して行なう株式公開時の新規募集株式の発

行価格は、平成19年10月16日付で150,000円と決定いたしました。これに伴い、新株予約権の行使時の払込

金額は１株当たり150,000円となっております。 

 
第２四半期会計期間末現在 
（平成20年９月30日） 

新株予約権の数（個） 120（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 120 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２、３ 

新株予約権の行使期間 
自 平成21年７月21日 

至 平成29年６月27日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

    発行価格   150,000 

    資本組入額   75,000 

（注）３  

新株予約権の行使の条件 

(イ）新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者

において、これを行使することを要する。但し、相

続により新株予約権を取得した場合はこの限りでは

ない。 

(ロ）新株予約権者は、新株予約権行使時においても当

社、当社子会社又は当社の関連会社の役員または従

業員であることを要する。但し、任期満了による退

任、その他正当な理由のある場合ならびに相続によ

り新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 

(ハ）当社が普通株式を東京証券取引所、日本証券業協会

その他これに類する国内の証券取引所に上場してい

る場合に行使できるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡またはこれに担保権設定することを

認めない。 

代用払込みに関する事項 ─ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４ 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合の比率

調整後行使価額＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行又は処分株式数× 

１株当たり払込金額又は

処分価額 

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分株式数 

－7－



４ 組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交

付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するも

のとします。 

①合併（当社が消滅する場合に限る） 

 合併後存続する株式会社または合併により設立する会社 

②吸収分割 

 吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 

③新設分割 

 新設分割により設立する株式会社 

④株式交換 

 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 

⑤株式移転 

 株式移転により設立する株式会社 

－8－



②平成19年６月27日定時株主総会決議 

 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

また、行使価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

３ 行使価額は、平成19年３月期を基準期としたジャスダック証券取引所への株式上場に際して行なう株式公開

時の新規募集株式の発行価格と同額となります。 

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項に

したがい算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとします。 

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加

限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額となっております。 

なお、当社普通株式がジャスダック証券取引所への株式上場に際して行なう株式公開時の新規募集株式の発

行価格は、平成19年10月16日付で150,000円と決定いたしました。これに伴い、新株予約権の行使時の払込

金額は１株当たり150,000円となっております。 

 
第２四半期会計期間末現在 
（平成20年９月30日） 

新株予約権の数（個） 101（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 101 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２、３ 

新株予約権の行使期間 
自 平成21年７月21日 

至 平成29年６月27日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

    発行価格   150,000 

    資本組入額   75,000 

 （注）３ 

新株予約権の行使の条件 

(イ）新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者

において、これを行使することを要する。但し、相

続により新株予約権を取得した場合はこの限りでは

ない。 

(ロ）新株予約権者は、新株予約権行使時においても当

社、当社子会社又は当社の関連会社の役員または従

業員であることを要する。但し、任期満了による退

任、その他正当な理由のある場合ならびに相続によ

り新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 

(ハ）当社が普通株式を東京証券取引所、日本証券業協会

その他これに類する国内の証券取引所に上場してい

る場合に行使できるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡またはこれに担保権設定することを

認めない。 

代用払込みに関する事項 ─ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４ 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合の比率

調整後行使価額＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行又は処分株式数× 

１株当たり払込金額又は

処分価額 

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分株式数 
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４ 組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交

付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するも

のとします。 

①合併（当社が消滅する場合に限る） 

 合併後存続する株式会社または合併により設立する会社 

②吸収分割 

 吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 

③新設分割 

 新設分割により設立する株式会社 

④株式交換 

 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 

⑤株式移転 

 株式移転により設立する株式会社 

  

  

（３）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

  

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

  

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成20年７月１日～ 
平成20年９月30日 

－ 21,608 － 500,600 － 216,019 

－10－



（５）【大株主の状況】 

（注）上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）及び資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信

託口）の所有株式は、全て信託業務に係るものであります。 

  

  

（６）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％） 

        
 ジャフコ・バイアウト２号投資事

業有限責任組合 

 東京都千代田区丸の内1-8-2 

（株式会社ジャフコ内） 
7,738 35.81 

 小野 文明  神奈川県横浜市都筑区 3,640 16.84 

 日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口） 
 東京都中央区晴海1-8-11 725 3.35 

 日本マニュファクチャリングサー

ビス社員持株会 
 東京都新宿区西新宿3-20-2 686 3.17 

 長谷川 京司  東京都文京区 528 2.44 

 アサヒプリテック株式会社  兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21 500 2.31 

 福本 英久  東京都北区 440 2.03 

 荒瀬 正和  東京都世田谷区 405 1.87 

 資産管理サービス信託銀行株式会

社（証券投資信託口） 
 東京都中央区晴海1-8-12 336 1.55 

 JAFCO Buyout No.2  

Investment Limited  

Partnership(Cayman)L.P. 

 M&C Corporate Services Limited,PO Box  

309GT,Ugland House,South Church  

Street,George Town,Grand Cayman,Cayman  

Islands 
322 1.49 

（常任代理人 野村信託銀行株式会

社）  
 （東京都千代田区大手町2-2-2） 

計 － 15,320 70.89 

平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  21,608 21,608 
株主としての権利内容に制

限のない標準となる株式 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 21,608 － － 

総株主の議決権 － 21,608 － 
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②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

３【役員の状況】 

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

 (1）役職の異動 

  

  

平成20年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成20年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 84,000 158,000 172,000 135,000 120,000 79,400 

最低（円） 68,000 80,000 121,000 114,000 66,300 56,100 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

代表取締役社長 
グローバルソリ
ューション事業

本部長 
代表取締役社長 － 小野 文明 平成20年10月１日
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第５【経理の状況】 

１．四半期財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、四半期財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則に

基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成

20年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期財務諸

表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。 

３．四半期連結財務諸表について 

 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当

社では、子会社（北京日華材創国際技術服務有限公司）の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営

成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりませ

ん。 
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１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,142,572 1,350,932

売掛金 2,338,434 2,357,073

仕掛品 5,912 4,188

貯蔵品 8,192 2,666

前払費用 99,984 69,157

繰延税金資産 107,704 110,302

その他 65,801 25,859

貸倒引当金 △2,356 △2,362

流動資産合計 3,766,246 3,917,818

固定資産   

有形固定資産 ※1  89,372 ※1  83,018

無形固定資産 25,306 21,932

投資その他の資産 195,783 195,771

固定資産合計 310,462 300,721

資産合計 4,076,709 4,218,540

負債の部   

流動負債   

短期借入金 1,000,000 1,000,000

未払金 1,007,675 1,011,006

未払費用 182,486 223,156

未払法人税等 70,670 171,809

未払消費税等 121,212 194,159

預り金 156,395 161,871

賞与引当金 213,094 202,947

その他 7,393 734

流動負債合計 2,758,928 2,965,683

固定負債   

為替予約 524 －

固定負債合計 524 －

負債合計 2,759,452 2,965,683

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,600 500,550

資本剰余金 216,019 215,969

利益剰余金 600,607 536,336

株主資本合計 1,317,226 1,252,856

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 30 －

評価・換算差額等合計 30 －

純資産合計 1,317,256 1,252,856

負債純資産合計 4,076,709 4,218,540

－14－

















  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成20年11月12日

日本マニュファクチャリングサービス株式会社 

取締役会 御中 

あずさ監査法人 

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士 浜村 和則  印 

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士 原田 大輔  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本マニュファ

クチャリングサービス株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第24期事業年度の第２四半期会計期間

（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日ま

で）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書につ

いて四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、日本マニュファクチャリングサービス株式会社の平成20年９月30日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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